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塑
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．
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Ｉ
牧
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開
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二
・
厩
牧
の
変
態
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牧
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敷
Ｉ
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馬
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変
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Ｉ
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田
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．
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Ｉ
牧
地
秘
佃
に
よ
る
利
入
。
。

Ⅲ
１
版
監
後
の
剛
脇
補
職
鉱

結
語
．
墨
誰

北
宋
前
牛
期
に
齢
け
る
康
監
和
仙
の
間
巡
、
。

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腰
監
租
佃
の
問
題

*

争

ゲ ー
＆

、

ノ

4

I

古

、

川

八
九

新
平

＝

一

ノ

、一

言

、

I



、

鞄
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
申
椎
帖
四
口
い
■
Ｂ
■
Ｄ
Ｏ
Ｅ
■
■
Ｉ
■

I

､
r

宋
代
馬
政
史
上
戦
馬
補
強
錐
と
し
て
弦
え
ら
れ
評
ゃ
も
の
に
、
巾
馬
と
牧
馬
が
あ
る
が
、
共
の
内
容
に
塾
し
は
、
時
代
と
共
に
多
少
の
愛

ｖ

遜
が
兇
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
耐
て
非
の
鵬
政
々
策
の
内
容
を
北
宋
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
市
賜
に
券
馬
・
横
蛎
・
括
賜
・
祇
馬
等
の

法
が
あ
り
、
牧
妬
に
開
し
て
は
牧
馬
。
戸
賜
・
保
賜
・
給
地
牧
鳩
等
の
法
が
あ
っ
て
、
時
勢
の
推
移
と
共
に
鍵
稗
し
て
來
た
よ
う
で
あ

る
。
就
中
戦
賜
梛
狸
の
鮭
も
軍
要
な
る
對
策
と
し
て
お
え
ら
れ
る
も
の
は
牧
馬
法
で
あ
り
、
殊
に
北
宋
に
あ
っ
て
は
此
の
官
僻
牧
馬
の
Ⅷ
恋
恥

非
が
賜
政
々
策
上
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
伽
し
て
此
の
課
題
の
嬢
も
重
要
な
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
も
の
が

「
溌
朧
租
佃
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
是
は
特
に
財
政
的
に
破
綻
し
た
仁
宗
朝
後
半
期
に
於
て
群
臣
の
間
に
活
溌
に
論
議
さ
れ
た
ろ
馬
政
史

上
の
重
要
問
題
で
あ
っ
た
．
從
っ
て
本
題
を
所
有
る
角
度
か
ら
詳
楽
す
る
こ
と
は
、
結
局
王
安
滴
に
よ
る
保
馬
法
施
行
の
根
本
的
阿
由
を

明
白
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
本
題
の
史
的
意
味
が
兄
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

尚
ほ
本
稲
が
取
扱
わ
ん
と
す
る
北
宋
前
半
期
と
は
、
太
祀
の
雄
幽
衛
初
（
九
六
○
）
よ
り
英
米
の
治
平
末
年
（
一
○
六
七
）
ま
で
の
約

一
百
年
間
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
側
孑
↓
の
厩
牧
機
關
妓
も
充
笈
し
、
馬
官
制
並
に
同
法
制
條
伺
も
整
い
、
叉
牧
・
市
馬
の
笠
絞
が

簸
も
顯
苓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
腫
糸
の
大
中
群
符
年
間
で
あ
っ
て
、
此
の
群
符
年
間
を
中
心
に
、
同
時
代
の
賜
政
の
誕
態
は

グ

牧
・
市
馬
共
に
太
秘
・
大
宗
朝
念
轄
や
Ｉ
）
、
興
宗
朝
霊
皿
ユ
コ
）
、
仁
》
本
・
英
宗
朝
（
、
一
頸
握
Ｉ
）
の
三
期
に
厘
分
さ
れ
る
が
、
其
の
推
移

１
－

は
前
進
・
充
薇
＠
．
衰
退
の
相
で
あ
っ
て
以
下
承
を
誼
う
て
説
述
し
た
い
。

北
朱
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半
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に
於
け
『
っ
礎
監
祁
伽
の
間
脳

序

〃

琴
B二割

”皇

一

■
■
■
巳
■
■
Ｆ
０
■

〆

P

－1ア
ノu

○

←

戸



ト

ユ

一

w

l

ll

ウ

一

一
、
厩
收
機
關
と
其
の
愛
遼

皿
鵬
政
機
闘

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
厩
收
機
閥
は
進
罪
撚
坊
暁
（
岬
）
と
諾
州
監
牧
（
鰯
）
と
に
分
れ
、
前
者
は
左
・
右
峨
卜
嬢
院
使
に
よ
り
、
後
者
は
諸

州
群
牧
酬
に
よ
っ
て
管
領
さ
れ
た
が
、
術
ぼ
此
の
外
特
殊
機
閲
と
し
て
京
帥
諸
州
共
に
病
賜
務
が
存
世
せ
ら
れ
た
。
挙
凹
」
光
等
厩
牧
機
關

は
市
賜
機
關
と
共
に
中
央
群
牧
司
の
統
職
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
國
馬
の
政
は
専
ら
本
司
に
よ
っ
て
統
領
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

凸
屯

先
づ
．
馬
政
堂
尚
機
關
と
し
て
の
群
收
司
よ
り
順
次
説
明
せ
ん
に
、
太
祁
は
建
圃
常
初
五
代
の
制
莚
承
け
て
左
。
右
飛
龍
院
を
京
師
に
一
・

髄
き
、
左
。
右
飛
龍
使
各
堂
二
人
を
粥
い
て
院
務
を
分
掌
せ
し
め
た
。
次
で
太
宗
の
太
平
興
幽
五
年
（
九
八
○
）
飛
飛
院
を
改
め
て
天
厩

〆

坊
と
し
、
飛
龍
使
を
天
厩
使
と
革
め
て
閏
馬
の
政
を
衝
掌
せ
し
め
、
更
に
同
帝
の
雍
煕
凶
年
（
九
八
七
）
に
は
天
庇
坊
は
再
び
改
め
ら
れ

て
左
・
右
騏
職
院
と
な
り
、
天
厩
使
も
同
橡
左
・
右
眺
職
使
と
革
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
が
、
此
の
時
よ
り
興
宗
威
乎
三
年
（
一
○
○
○
）

●
■

九
月
戊
寅
中
央
に
群
牧
司
が
設
世
せ
ら
れ
る
迄
の
問
、
図
馬
の
政
は
皆
賦
職
院
朧
官
に
よ
っ
て
専
領
せ
ら
れ
た
。

さ
て
、
第
二
期
眞
糸
朝
の
成
平
三
年
九
月
以
降
や
従
前
峨
峨
院
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
て
來
た
幽
馬
の
政
務
が
群
牧
司
に
移
さ
れ
、
爾
来

Ｖ

本
司
聴
が
北
宋
前
竿
期
に
於
け
る
馬
政
妓
商
機
開
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
練
養
治
通
鑑
艇
編
愈
辨
蜂
輌
）
巻
坤
。
成
平
三
年
九
月
の
條
に

嘩
庚
炭
。
始
世
群
牧
司
。
命
椛
桁
院
戒
畢
士
陳
尭
翌
爲
制
世
使
。
馬
政
。
衝
拷
鰍
駿
雨
院
朧
官
専
之
。
於
叩
沁
。
内
外
厩
牧
之
瓢
。

自
騏
雛
院
叩
下
悉
恥
命
於
群
敬
祠
也
。
（
酔
挫
一
一
姪
嬬
脚
癖
錘
・
）

と
あ
る
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
・
・
尚
ほ
木
司
朧
に
於
け
る
職
員
組
織
に
就
て
一
脾
す
れ
ば
、
宋
愈
要
・
職
官
志
・
太
僕
寺
の
項
に
は
、
群

吋ざ

北
宋
筋
半
期
に
於
け
る
顧
監
和
伽
の
問
題
．
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北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腹
朧
机
仙
の
問
題
“
九
二

收
制
侭
使
。
同
群
牧
制
継
使
。
群
牧
使
・
同
群
牧
使
。
群
牧
副
使
・
群
牧
都
監
。
群
牧
判
官
の
七
等
の
職
階
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
此

の
叩
同
群
牧
制
世
使
並
に
同
群
收
使
は
術
世
の
官
で
は
な
く
必
要
に
雌
じ
て
世
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
叩
て
聴
内
の
人
員
機
緋
に
閥
し
て

は
周
刷
の
状
況
に
よ
り
増
減
樅
腰
が
あ
っ
た
が
、
詳
細
に
斌
て
は
都
合
に
よ
り
制
愛
す
る
こ
と
に
す
』
３

次
で
第
二
期
仁
上
一
脊
英
《
一
沁
朝
に
於
け
る
中
央
馬
官
制
は
前
代
と
殆
ど
鍵
化
な
く
、
治
平
四
・
年
六
月
十
七
日
（
榊
準
利
位
）
同
州
沙
苑
朧
が

侠
西
提
畢
朧
枇
司
に
隷
臓
し
、
叉
抑
縦
煕
寧
元
年
（
一
○
六
八
）
河
南
北
雨
朧
牧
司
が
設
世
さ
れ
、
都
監
一
員
を
世
い
て
河
南
北
諸
疏
を

統
礁
し
て
枢
密
院
に
価
脇
す
る
》
迄
、
群
牧
司
に
よ
っ
て
似
陥
の
政
が
專
領
さ
れ
、
内
外
誌
坊
監
は
統
領
せ
ぢ
れ
た
。
。

以
上
、
群
般
司
聴
を
中
心
に
街
百
年
閲
の
中
央
馬
官
制
並
に
そ
の
鐙
遜
に
就
て
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
礎
内
使
ば
中
諸
州
監
牧

と
没
も
緊
密
な
る
關
係
に
在
る
者
は
都
朧
・
判
官
で
、
彼
等
は
毎
歳
交
る
代
る
諾
州
に
出
で
坊
職
を
巡
捻
し
、
國
馬
の
誰
向
建
る
も
の
を

⑤

鮎
印
報
告
す
る
の
征
務
を
右
し
た
。
尚
ほ
こ
の
外
に
左
・
右
恥
馬
監
な
る
も
の
が
あ
っ
て
群
牧
司
に
隷
し
、
雨
脚
共
に
提
鮎
以
下
都
勾
押

官
・
勾
押
官
。
押
官
各
盈
一
員
と
据
い
て
諸
州
監
牧
の
督
察
。
牧
地
の
擁
括
を
掌
つ
た
。

Ⅱ
牧
馬
機
，
関

＃

次
に
内
外
厩
牧
椴
開
の
研
素
へ
歩
礎
進
め
た
い
。
先
今
つ
内
職
機
闘
の
設
世
に
就
い
て
見
る
に
、
太
祇
朝
に
在
っ
て
は
別
に
内
厩
坊
は
殻

註
１

１
慨
さ
れ
ず
、
大
宗
の
太
平
興
閣
年
間
帝
が
諾
恥
戦
馬
を
間
脱
し
て
た
一
の
甚
だ
閲
乏
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
直
ち
に
詔
し
て
吏
民
馬
の
括

註
２

斑
を
行
い
、
或
は
同
派
年
に
兵
を
萢
陽
に
進
め
沿
・
音
・
燕
。
薊
地
方
の
馬
匹
を
大
並
に
雄
符
し
た
こ
と
等
に
因
っ
て
内
也
充
籾
し
た

篤
景
陽
門
（
哩
外
に
天
馴
昨
苗
を
刑
っ
た
が
、
更
に
雍
煕
四
年
新
に
賦
峨
院
が
設
憧
さ
れ
馬
政
を
總
鏡
す
る
と
同
時
に
、
左
・
右
天
厩

．
、

坊
は
左
・
右
天
馴
監
四
と
共
に
之
に
隷
脇
せ
し
め
ら
れ
閑
晦
賜
の
牧
放
を
行
っ
た
。
是
に
於
て
京
帥
の
内
厩
は
整
頓
せ
ら
れ
、
通
例
是
等

一

世
ヘ
．

’
シ

令
今

白

I

’
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、

、

や

合 一

二
坊
四
監
を
在
京
諸
坊
監
と
稀
ん
で
在
外
諸
州
監
牧
と
對
世
し
、

“
上
要
約
す
れ
ば
左
表
の
如
く
で
あ
る
。
。

か
く
中
央
に
於
て
・
廊
牧
の
伽
が
確
立
さ
れ
る
と
共
に
、
諸
州
に
於
て
も
之
が
設
世
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
長
流
巻
一
一
一
・
太
宗
太
平
興
國
誕

年
春
正
月
の
條
に
よ
れ
ば

國
初
。
但
有
左
右
飛
唾
院
。
以
左
方
飛
瀧
使
各
二
人
分
掌
。
時
浦
州
監
牧
多
溌
。
官
失
共
守
。
國
脇
燕
復
毒
息
ｕ
太
肌
始
世
養
崎

二
務
。
又
興
郵
奮
馬
務
四
。
以
爲
放
牧
之
地
。
分
遼
中
使
詣
遂
州
歳
巾
馬
。
自
是
閑
雌
之
馬
始
伽
。
云
云
ｇ

と
あ
っ
て
、
太
祀
飛
國
馬
充
笈
の
爲
、
始
め
て
養
馬
務
二
を
世
き
、
又
哲
鳩
務
四
を
典
葺
し
て
放
牧
の
地
を
作
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

今
是
等
養
馬
務
二
・
奮
馬
務
四
な
る
地
が
如
何
な
る
州
に
所
在
し
て
い
た
か
は
俄
か
に
断
定
し
難
い
が
、
宋
會
要
。
兵
。
監
牧
・
諸
州
聡

、
務
の
條
を
参
酌
し
乍
ら
錠
者
の
雛
定
と
加
え
れ
ば
、
長
編
誌
す
所
の
「
始
世
養
馬
二
務
」
の
菱
馬
二
務
と
は
、
太
肌
の
建
隆
初
年
喉
州
に

同
二
年
流
州
に
そ
れ
ぞ
れ
新
設
さ
れ
た
も
の
で
、
後
の
澗
州
鎭
寧
雛
輌
裡
岬
酢
辨
州
聖
及
び
流
州
魔
平
監
に
髄
る
も
の
で
あ
り
、
「
又
興

北
・
未
前
半
期
に
於
け
る
腰
監
和
佃
の
問
題
九
三

－
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魏

西

紀

一

中

央

馬

政

官

廃

（

長

官

）

。

内

厩

機

。
一
國
當
初
九
六
○
左
・
右
飛
龍
院
》
賭
州
馬
務
に
於
て
牧
放

（
左
・
右
飛
龍
使
）

ｊ
ｒ

》
五
年
九
八
○
｜
左
へ
鋪
。
拝
稲
蝿
使
）

｜
左
・
右
天
胴
監
四

一
Ｆ
Ｉ
Ｉ
煕
顧
年
一
九
八
七
一
左
べ
誌
。
識
・
蝉
鋤
使
）
左
。
右
天
厩
坊
二

左
・
右
天
捌
監
職

い
り
●
ｐ
ト
ー
●
！
●
ｒ
，
０
＄
‐
伽
川
Ⅲ
Ⅲ
川
ｉ
川
０
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．
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ｒ
抑
口
副
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Ⅱ
Ｈ
Ｈ
Ⅱ
Ｈ
１
轡
副
Ⅲ
！
■
口
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Ｕ
Ｉ
叩
ｎ
Ｉ
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Ｈ
凹
Ｒ
Ｎ
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Ｈ
Ⅱ
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ｌ
Ｈ
ｌ
ｌ
問
凹
叩
Ｉ
川
刷
ｌ
Ⅲ
Ｈ
回
■
目
■
Ⅸ
Ⅱ
ｕ
ｑ
ｌ
ｐ
－
Ｐ
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
‐
卜
仏
１
３
．
１
１
‐
０
‐
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１
凸
１
５
１
中
ト
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ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｑ
Ｉ
‐

、
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、

１
Ｉ

子

９

爾
來
内
臓
坊
の
置
腰
な
く
英
宗
治
平
末
年
に
及
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
一
以

篭
一

①

″

’ 閥

、

、

Ⅱ
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も

、
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●

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
溌
監
租
佃
の
問
越
・
九
四

蕊
奮
馬
務
四
」
な
る
も
の
は
ｍ
後
の
衞
州
淡
水
監
・
鄭
州
原
武
監
・
同
州
沙
苑
朧
働
相
州
安
陽
艦
の
四
監
牧
に
相
常
す
る
も
の
で
あ
つ
一

一
心

て
へ
是
等
四
馬
務
は
五
代
に
設
世
さ
れ
て
い
た
も
の
を
輿
蕪
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
て
是
等
六
馬
務
は
宋
史
・
兵
志
・
賜
政
・
景
徳
二
年
ゞ

の
條
に
誌
す
在
外
諸
州
十
四
監
牧
の
濫
鵬
で
あ
る
ｏ
尚
ほ
此
の
外
に
、
同
時
代
に
礎
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
後
の
河
荊
府
洛

箙
３

陽
朧
及
び
白
賜
鍵
倒
臓
（
緬
南
）
が
あ
る
が
、
雲
前
者
は
五
代
稜
店
の
小
賜
坊
の
在
っ
た
所
で
、
後
唐
明
宗
長
興
元
年
右
飛
瀧
院
と
改
榊
さ
れ
・

其
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
が
刀
北
・
米
の
輿
國
五
年
牧
龍
坊
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
以
て
す
れ
ば
、
太
皿
の
乾
徳
の
唖
か
ら
復
摘
さ

々

註
４
・

奴
た
の
で
は
な
い
か
と
老
え
ら
れ
る
。
尚
ぼ
白
賜
蛾
昌
臓
は
奮
と
龍
馬
朧
と
稲
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
に
は
入
っ
て
牧
荊

坊
に
改
め
ら
れ
、
北
末
の
景
徳
二
年
（
一
○
○
五
）
七
月
に
鯉
昌
監
と
改
名
さ
れ
て
い
る
事
貧
よ
り
す
れ
ば
、
こ
れ
も
太
肌
の
建
幽
愉
初

か
或
は
乾
徳
の
頃
に
復
活
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
總
じ
て
太
泌
朝
に
於
け
る
監
牧
の
數
は
建
隆
年
問
六
、
乾
徳
以
後
八
で
あ
っ
た
と

■
一

見
て
お
き
た
い
。

次
で
太
宗
即
位
し
朱
の
閏
賜
は
前
朝
に
比
し
急
激
に
増
多
し
、
中
央
官
臆
と
し
て
左
・
右
蝶
駿
院
、
内
庇
と
し
て
京
帥
に
天
胴
監
四
。

天
腿
坊
一
系
塒
修
さ
れ
た
こ
と
陸
則
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
前
後
し
て
諸
州
に
も
牧
地
が
新
に
開
拓
せ
ち
れ
、
戎
は
太
肌
朝
に
捌

継
興
那
さ
れ
た
賜
務
の
鑛
充
強
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
想
線
に
難
く
な
い
。
即
ち
宋
史
・
藥
志
・
賜
政
・
太
平
興
幽
四
年
の
催
に
よ
れ
ば

↓
畦
。
又
詔
。
採
豊
砿
地
。
世
牧
龍
坊
八
。
以
便
牧
養
。
（
祥
霜
》
酔
嘩
や
幟
雌
砿
率
六
・
）

刊

と
あ
つ
冨
盟
砿
の
地
を
採
ん
で
牧
龍
坊
八
が
設
世
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
然
し
此
の
八
龍
坊
の
所
在
州
に
就
て
は
何
等
言
明

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
此
の
牧
龍
坊
八
の
所
在
州
の
解
明
に
當
っ
て
先
づ
老
う
べ
き
こ
と
は
、
是
等
八
龍
坊
が
新
規
に
捌
世
さ
伽

た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
先
に
批
定
し
た
太
耐
朝
堅
ハ
賜
務
が
是
等
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
何
う
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
今
兼
者
の
兄

1h

＃
‐

■
■
可
！

｜

I

､、



一戸

１
１

、

一

一

解
を
以
て
す
れ
ば
、
勿
論
太
帆
朝
の
六
馬
務
が
此
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
が
、
左
に
少
し
く
禅
兄
を
述
べ
て
み
た

ｄ
ｌ
Ｃ

ｅ

●
●
●
●
●

い
・
先
づ
宋
史
誌
す
庭
の
文
面
を
按
歩
る
に
、
「
採
豊
砿
地
。
澄
牧
瀧
坊
八
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
恰
も
新
牧
地
が
開
拓
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
解
樺
出
来
る
が
、
之
を
仔
細
に
吟
味
す
れ
ば
強
ち
新
牧
地
の
み
と
は
限
定
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
唯
乙
は
從
來
賜
務
な
る
名
榊
を
以

●
●

て
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
牧
龍
坊
な
る
新
名
榊
に
よ
っ
て
秘
ば
れ
、
巾
も
「
世
」
「
捧
」
と
あ
る
に
よ
２
」
新
牧
地
八
が
撰
定
さ
鯉
た
と

戒
り
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
じ
太
宗
即
位
以
来
國
際
傭
勢
の
念
愛
に
よ
る
國
賜
の
増
弧
と
之
に
伴
う
奮
賜
務
の
機
榊
拙
充
批
化
は
焦

脳
の
念
で
あ
２
」
、
こ
こ
に
太
祁
朝
に
興
郵
さ
れ
た
六
賜
務
を
一
應
解
催
し
て
、
新
し
く
景
徳
以
後
の
諸
州
蛙
務
中
悩
裁
を
具
備
す
る
よ

う
な
牧
瀧
坊
の
設
世
が
企
て
ら
れ
た
と
老
え
ら
虹
る
。
斯
く
考
え
て
來
る
と
、
太
宗
典
國
四
年
の
條
の
牧
龍
坊
八
は
、
太
川
朝
の
六
賜
務

即
ち
後
の
汎
州
鎭
率
雌
・
浦
州
魔
平
監
・
術
州
洪
水
蛙
・
相
州
安
陽
雌
生
鄭
州
原
武
監
・
同
州
沙
苑
蠅
を
髄
然
含
み
、
史
に
牧
龍
坊
二
が

一
夕

剛
に
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
宋
史
に
云
壷
「
捧
豊
賊
地
」
と
は
奮
賜
務
牧
地
の
擴
充
と
新
牧
地
の
開
拓
と
を
含
む
意
味
に
、
又

一
瞳
牧
龍
坊
八
」
な
る
文
面
は
賜
務
な
る
奮
榊
を
駁
し
て
牧
龍
坊
な
る
新
名
糖
を
六
賜
務
・
新
牧
地
共
に
冠
し
た
と
解
し
て
も
決
し
て
不

註
５

都
合
で
は
な
い
。
で
は
新
世
の
牧
龍
坊
二
が
何
れ
の
州
に
在
っ
た
か
と
云
う
に
、
宋
曾
要
。
兵
・
蹄
牧
。
諸
州
蜷
務
少
條
に
よ
れ
ば
、
興

國
三
年
、
後
の
大
名
府
大
名
監
内
に
菱
賜
務
が
設
世
さ
れ
共
後
牧
龍
坊
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
又
河
南
府
牧
賜
地
が
Ⅲ
五
年
に
牧
池

坊
に
改
総
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
此
の
二
蜷
牧
は
宋
史
典
幽
四
年
の
條
に
云
う
牧
龍
坊
八
の
中
に
欺
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
以

上
に
よ
っ
て
一
階
牧
馳
坊
八
の
所
在
州
が
明
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
尚
ほ
此
の
外
に
白
馬
鑿
昌
監
が
前
朝
よ
り
引
縦
き
放
牧
さ
れ
だ

い
る
故
に
、
太
小
興
幽
年
間
に
於
け
る
在
外
諸
州
牧
賜
地
は
牧
龍
坊
八
と
後
の
聴
昌
監
牧
地
と
の
九
を
鯉
え
、
在
一
界
の
天
棚
朧
凹
（
恥
）
と

加
卯
す
る
と
計
十
三
坊
朧
と
な
る
。
尚
ぼ
測
朝
に
は
術
州
洪
水
監
が
束
・
西
牧
龍
坊
に
分
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
・
・

北
米
前
半
期
に
換
け
る
腹
監
租
佃
の
問
題
九
五

１
Ｚ
Ｌ

１
’



一

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腹
監
租
佃
の
問
題
、
九
六

註
６

次
で
太
宗
の
雍
煕
以
後
は
史
料
な
く
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
唯
一
の
手
懸
り
と
な
る
も
の
は
、
腫
宗
餓
徳
年
間
に
諮
州
牧
瀧
坊
に
對
し

ゆ

て
朧
名
鏑
印
を
賜
っ
た
際
、
後
の
大
名
府
大
名
監
Ｃ
術
州
洪
水
艦
・
鄭
州
原
武
朧
。
同
州
沙
苑
確
の
囚
牧
龍
坊
は
二
朧
に
分
立
さ
れ
第

《
一
・
第
二
の
艤
名
を
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
壬
れ
は
是
等
四
牧
龍
坊
の
牧
地
面
獄
が
興
国
年
洲
か
ら
既
に
、
或
は
そ
れ
以
後
次

第
に
砿
張
せ
ら
れ
て
雌
賜
の
收
容
力
が
他
牧
龍
坊
に
倍
端
し
て
い
た
鰯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
等
の
鮎
よ
り
し
て
雍
照
か
ら

、
至
遁
末
年
ま
で
の
牧
龍
坊
の
数
は
迩
際
は
八
牧
龍
坊
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぽ
い
が
、
武
質
に
於
て
は
牧
瀧
坊
八
、
内
裁
徳
年
間
の
第
二
随

・
を
包
含
す
る
も
の
四
、
白
賜
雛
昌
朧
一
の
十
三
朧
牧
に
相
耕
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。
故
に
太
糸
辨
熈
以
後
の
龍
坊
の
数
は
疵
質
的
に
在
外

諸
州
十
三
牧
龍
坊
、
在
京
天
馴
娠
四
・
天
厩
坊
二
計
十
九
を
騨
定
さ
れ
る
。

〆
兎
に
角
、
太
肌
太
表
と
牧
龍
坊
は
塘
世
せ
ら
れ
厩
牧
機
關
は
頗
る
其
の
進
展
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
第
二
期
眞
宗
朝
に
入
る
や
甲

八
景
笹
一
年
（
一
○
○
五
）
正
月
契
丹
と
漉
洲
の
和
議
締
結
せ
ら
れ
、
以
鷲
岼
符
年
開
（
一
四
毛
部
Ｉ
）
ま
で
一
時
少
康
溌
得
、
朱
の
崎
官
制

は
前
代
を
更
新
し
一
應
完
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
本
期
に
於
け
る
諸
州
朧
牧
の
發
展
の
状
況
を
説
明
せ
ん
に
、
鰹
宗
成
平
年
側
は

中
央
塒
官
制
の
革
期
的
改
革
並
に
契
丹
の
侯
遥
累
年
に
及
ん
だ
爲
、
諸
州
牧
甜
坊
に
對
す
る
愛
改
は
な
さ
れ
ず
、
太
宗
雍
煕
以
後
の
状
患

丘

が
そ
の
侭
存
繊
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
唯
同
州
沙
苑
朧
に
就
て
は
長
編
巻
琿
・
成
平
六
年
の
條
に

・
十
一
月
戊
子
。
分
同
州
沙
苑
朧
爲
二
。
毎
朧
牧
馬
四
千
五
百
匹
。
（
畔
楠
雲
畢
降
垂
詮
鑑
嘩
溌
識
洲
稚
羅
匪
嚥
姪
端
癖
誇
）
一

一
、

と
あ
る
如
く
、
同
年
十
一
月
に
二
賊
に
分
立
さ
れ
て
い
る
。
而
て
威
平
年
閲
の
在
外
坊
監
の
数
を
計
る
に
牧
龍
坊
九
、
内
二
坊
の
収
容
カ

ノ

あ
る
も
の
三
℃
白
馬
蕊
昌
監
一
で
変
質
的
に
十
三
牧
瀧
坊
と
な
り
、
・
左
京
六
坊
雌
を
通
弊
す
る
と
十
九
坊
監
と
な
る
。

『
、

次
で
璽
一
示
景
徳
年
間
は
諸
州
監
務
の
刷
新
が
行
わ
れ
一
時
期
を
革
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
長
編
巻
の
．
景
錘
一
年
秋
七
月
の
條
に
見
れ
ば

夢
へ
‐

翌

″

｜

’



＝

一 ~

、

庁
丘
「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
－
８
９
－
■
■
Ⅱ
Ⅱ
０
８
日
０

ダ

一
・

沈
戊
。
群
牧
使
趙
安
仁
言
。
按
聯
制
ｏ
賜
有
左
右
監
。
各
以
土
地
爲
名
。
途
改
諸
州
牧
龍
坊
悉
爲
監
〕
陽
名
鋳
印
総
迄
。
（
砕
輌
麺
棒

海
麺
同
）
《
↓
‐
一

と
あ
っ
て
、
群
牧
使
趙
安
仁
の
提
唱
に
よ
り
、
唐
制
に
倣
っ
て
諸
州
牧
龍
坊
を
悉
く
監
と
爲
し
、
土
地
名
を
冠
し
、
・
之
を
錆
印
し
て
諸
監

虜

に
給
支
し
て
い
る
・
・
之
を
一
一
而
よ
り
観
れ
ば
成
牛
三
年
の
群
牧
司
設
澄
と
関
連
を
も
つ
諸
州
牧
龍
坊
の
改
革
で
あ
り
、
又
戦
賜
の
増
強
を

闘
っ
て
契
丹
凹
奥
に
對
庭
せ
ん
爲
の
地
方
監
牧
の
悩
制
強
化
と
其
の
砿
充
へ
の
前
提
と
も
考
え
ら
れ
る
・
荷
ほ
求
史
。
兵
志
。
賜
政
・
同

年
の
條
後
文
に
は
、
在
外
諸
州
十
四
監
牧
の
所
在
州
並
に
監
名
を
簡
略
に
述
・
へ
て
い
る
が
、
其
の
沿
革
に
就
て
は
求
簡
要
・
雌
牧
の
項
に
。

詳
述
し
て
い
る
故
に
、
今
雨
書
を
對
照
し
て
其
の
内
容
を
老
班
し
て
お
き
た
い
。
先
づ
こ
と
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
宋
史
に
誌
す
が
如

｜
術
州
日
洪
水
、

一並
分
鏥
一
節
二
・

脱

ｈ

Ⅲ

肘

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

冊

沿

Ⅲ

町

Ⅱ

咄

‐

冊

川

喝

ｌ

ｒ

Ｉ

Ｊ

ワ

ー

・

ｆ

４

ｏ

Ｉ

０

Ｊ

４

０

１

１

０

０

Ｉ

４

ｊ

６

ｉ

９

ｉ

ｌ

ｌ

向

Ⅱ

Ｊ

Ｈ

Ｎ

Ⅱ

Ⅲ

同

■

旧

■

四

日

Ⅱ

■

Ｒ

仲

川

Ⅱ

四

Ｌ

Ｈ

川

切

Ⅱ

画

仙

Ⅱ

例

日

Ｔ

Ｉ

Ｉ

‐

Ｉ

０

ｒ

。

宋

史

。

兵

志

・

脇

政

、

宋

會

要

・

兵

・

監

牧

在
外
之
監
十
右
四

や

鴻
州
周
臓
半

大
猪
日
大
名

北
宋
前
牛
期
に
於
け
る
液
監
租
佃
の
問
題
、
九
七

一

誌
州
監
務
癖
跡
雌
．
、
｜

河
南
府
洛
陽
監
落
日
飛
髄
院
。
太
平
典
國
五
年
。
改
測
牧
坊
。
澱
徳
函
年
十
一
月
。
陳
尭
異
奏
補
・
以
東
京
右
鑑

馬
務
人
貝
兵
士
。
鐘
河
南
府
牧
沌
坊
。
牧
養
在
京
逵
去
少
撤
馬
。
価
改
偏
洛
陽
監
。
天
聖
六
年
十

一
月
。
群
牧
司
言
。
賎
監
見
馬
ｃ
支
配
諸
距
。
兵
級
充
本
京
痂
軍
。
共
地
募
民
耕
佃
。
景
祁
二
年

五
月
○
復
世
。

大
名
府
大
名
三
監
太
平
典
図
三
年
Ｑ
内
匠
菱
馬
務
。
改
牧
龍
坊
。
景
穂
二
年
五
月
。
分
爲
二
坊
。
七
月
。
改
大
名
錐

一
一
鋪
二
監
。
大
中
群
狩
二
年
。
又
隆
第
三
監
於
沌
州
塊
。
、

一

流
州
庚
平
二
監
雌
隆
二
年
。
遜
誰
馬
務
。
改
牧
施
坊
。
景
徳
二
年
七
月
。
改
爲
贋
平
監
。
大
中
群
符
三
年
閏
三

・
月
。
群
牧
〔
制
〕
祇
使
言
。
河
北
率
生
馬
多
。
可
更
於
那
州
趙
州
鈍
。
標
地
孤
臥
。
以
灰
放
牧
し
因

詔
榊
樅
節
二
監
。
舞
職
二
年
。
腹
共
一
・

、

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ
川
訓
Ⅲ
川
川
馴
川
刊
川
Ⅷ
１
９
Ｍ
階
■
■
■

’

－全

～

、



0

／
→

く
紫
徳
二
年
に
在
外
諸
州
十
四
焼
収
が
全
て
笈
存
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
が
、

、

一一一弐正

一
河
南
日
洛
陽

中
牟
白
酒
津

（
朋
封
府
）

許
州
日
駆
鋲

祁
州
日
安
陽

漣
州
日
銀
率

同
州
日
沙
苑

邸
州
日
原
式

那
州
日
安
画

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腹
監
租
佃
の
問
題

醤
城
原
武
監

白
馬
鯉
昌
監

（
河
南
府
）
、

邪
州
安
悶
監

相
州
安
腸
監

波
州
鋲
寧
監

同
州
沙
苑
監

術
州
洪
水
二
監

許
州
粟
鎮
監
大
中
群
符
六
年
七
月
。
群
牧
制
澄
使
言
。
卑
鋲
有
牧
地
。
詔
世
監
。
自
天
聖
五
年
凡
毎
世
而
陵
。

同
州
病
馬
務
（
省
峅
）

中
牟
縣
福
浮
監

邸
州
束
平
監

Ｊ
－
て
戸

周
顯
徳
中
。
涯
牧
馬
監
。
建
陸
初
。
増
曄
。
後
改
東
西
牧
沌
坊
。
景
徳
二
年
七
月
。
改
爲
洪
水

監
。
後
又
分
嬬
錐
一
節
二
監
・
煕
半
七
年
四
月
。
・
合
併
爲
一
・

蒋
日
脇
務
。
建
陸
初
婚
韮
。
後
改
爲
牧
施
坊
Ｕ
・
承
徳
二
年
二
月
。
分
爲
第
一
鏥
二
牧
監
Ｕ
七
月
改

爲
炭
式
監
。
大
中
群
符
二
年
。
改
原
武
監
。
仙
合
爲
一
・
煕
率
七
年
四
月
Ｕ
腰
。
・
併
分
嘩
群
馬
於

洛
陽
・
邸
鋲
雨
監
牧
放
。

延
隆
初
。
珠
故
地
筋
監
。
後
改
牧
馳
坊
卿
最
徳
二
年
七
月
。
改
爲
沙
苑
監
〕
治
平
〔
成
牛
？
〕
六
年

十
一
月
。
分
爲
二
監
“
毎
監
牧
馬
隅
千
五
百
匹
。

刑
瓢
徳
小
ｏ
涯
馬
坊
。
建
陸
初
輸
坤
ｏ
後
改
牧
塊
坊
。
最
徳
二
年
七
月
。
改
今
名
・

延
降
初
。
溌
州
泄
誰
賜
務
。
脳
炎
一
へ
年
Ｊ
移
於
加
州
。
後
改
牧
龍
坊
。
量
徳
二
年
七
月
。
改
今

翁
』
乾
典
元
年
十
二
月
。
腹
。

蒋
沌
臘
監
Ｕ
後
改
牧
沌
坊
。
量
徳
二
年
七
月
。
改
潟
霊
昌
監
〕
天
穂
三
年
河
決
。
群
牧
司
諦
。
以

監
腸
迭
大
名
・
洪
水
玉
監
牧
放
。
候
水
落
別
爲
鈍
雛
〕
後
途
隆
。

大
小
群
符
二
年
〕
河
北
諾
監
言
。
邪
趙
草
地
睡
魔
。
立
碓
監
奴
Ｕ
遥
群
牧
列
官
括
脱
剛
田
Ｕ
朴
瓜

除
唖
。
可
牧
馬
孤
匹
・
共
年
八
月
。
涯
監
養
放
華
生
鞍
腸
。
溌
徳
〔
紫
祓
ｒ
〕
二
年
群
。
腹
Ｕ
後

給
充
天
籾
莊
田
℃
油

大
中
昨
符
元
年
十
一
月
隆
。
天
聴
五
年
正
月
賎
。
群
牧
司
諦
。
以
監
馬
分
配
賭
腱
Ｕ
共
地
分
募
腿

分
佃
之
。
煕
寧
七
年
二
月
六
日
巌
。

大
巾
群
符
凶
年
征
〕
乾
興
元
年
四
月
腹
。

１

〆

、

此
の
表
に
よ
っ
て
赤
る
に
、
非
鮪
去
に
猫

九
八

ざ一ｪ＝ ﾆｰｰ｢ ﾜ ｰ ｰ

⑭

〃

一

･



一

／

〆

げ
る
許
州
軍
鎭
』
中
牟
渇
澤
・
那
州
安
剛
。
郡
州
束
平
の
四
監
牧
は
宋
蒋
要
に
よ
れ
ば
蚤
徳
二
年
に
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
黙
、
又
同
州

沙
苑
は
一
朧
で
な
く
桃
に
二
監
に
分
立
し
、
流
州
魔
干
は
逆
に
一
朧
（
榊
罰
鐸
）
と
な
っ
て
い
る
黙
、
更
に
又
宋
史
に
猫
示
さ
れ
な
い
も
の

で
最
徳
二
年
賜
名
鋳
印
さ
れ
た
も
の
に
白
賜
蝿
昌
監
が
有
る
な
ど
、
か
か
る
鮎
を
吟
味
集
計
す
る
と
、
景
徳
二
年
に
賜
名
蛾
印
を
給
支
世

●

診
ら
れ
た
も
の
は
土
一
應
牧
で
、
之
は
前
に
推
定
し
た
太
宗
雍
煕
以
後
眞
宗
成
平
年
間
ま
で
の
、
麓
質
的
に
士
一
履
龍
坊
の
牧
地
面
稜
を
具
一

え
て
い
る
盤
舵
坊
九
（
恥
娼
浄
騨
）
と
同
一
の
監
牧
で
あ
る
こ
と
が
剃
る
。
即
ち
宋
史
坐
雄
徳
二
年
の
條
に
云
う
在
外
諸
州
十
四
監
牧
と
は
迩

際
は
十
三
朧
牧
で
、
大
名
府
大
名
二
蛙
・
妬
州
廣
平
監
・
術
州
洪
水
二
蛙
・
河
荊
府
洛
陽
監
・
鄭
州
脈
武
二
監
・
同
州
沙
苑
二
監
・
相
州

安
陽
脇
・
淵
州
鍾
寧
監
・
白
賜
鯉
昌
暁
等
で
あ
る
。
所
以
に
欽
徳
年
間
の
内
外
坊
雌
蝋
は
内
膜
六
・
外
厩
十
三
の
十
九
と
な
る
。
／

其
後
鮮
符
年
問
に
は
元
年
に
邨
州
火
平
朧
、
二
年
に
大
名
第
一
二
朧
（
坤
州
）
、
三
年
に
は
康
平
第
二
朧
（
岬
軒
蝿
）
、
四
年
に
中
牟
渭
澤
監
、

六
年
に
許
州
箪
鐡
雌
が
各
掩
設
置
さ
れ
、
諸
州
監
牧
は
初
年
の
十
四
朧
よ
り
六
年
の
十
八
雌
と
搬
充
し
、
内
外
二
十
四
坊
雌
を
数
え
驍
剛

を
極
め
る
に
至
っ
た
。
次
で
天
聴
・
乾
典
の
間
は
、
天
禧
三
年
雛
昌
、
同
五
年
来
半
、
乾
典
元
年
渭
澤
・
鍾
寧
等
の
諸
監
液
せ
ら
れ
以
後

復
世
を
兄
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
畢
克
北
宋
の
天
下
が
群
符
を
極
盛
と
し
て
下
降
期
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
、
内
治
外
交
財
政
に
幾
多
の
一

難
開
生
来
し
、
商
斐
を
荊
む
監
牧
を
経
螢
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
に
遜
遇
し
た
こ
と
を
立
證
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
７

術
ほ
、
娃
等
諸
州
監
務
は
在
京
六
坊
監
と
共
に
群
牧
司
に
就
轄
さ
れ
、
群
牧
那
を
据
い
て
管
領
し
た
こ
と
は
先
に
一
言
し
た
が
、
威
平

三
年
十
月
制
世
群
牧
使
陳
尭
聖
の
奏
請
に
よ
っ
て
、
爾
來
諸
州
群
牧
事
は
知
州
・
知
車
・
通
判
に
よ
っ
て
兼
任
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
叉
諸
州
朧
牧
に
は
群
牧
事
の
下
に
勾
當
官
二
員
が
世
か
れ
て
監
務
の
庭
理
に
懲
り
、
或
は
兵
校
が
配
せ
ら
れ
て
牧
賜
の
牧
蓑
に
從
顎

し
た
。

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腹
監
租
佃
の
問
迦

β

Ｌ

、

■
■
■
■
■
■
■
■
■
’
、
■
■
■

"

Ｌ
ｕ

ブ
ブ
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一



、

I

ミ

（
右
六
監
牧
の
外
郷
州
歴
武
監
か
天
聖
六
年
河
決
没
し
一
時
慶
罷
さ
れ
た
が
、
直
ち
に
復
澄
さ
れ
て
い
る
。
）

、
さ
て
前
表
の
六
溌
監
は
長
癌
奄
壼
・
明
這
元
年
十
二
月
癸
一
亥
の
條
に
鍋
げ
る
河
禰
六
雛
（
奉
毒
評
於
）
な
る
も
の
と
全
く
同
一
朧
牧
で
．

あ
り
、
而
も
之
に
よ
っ
て
河
南
六
監
が
天
聖
六
年
ま
で
に
悉
く
腰
罷
さ
れ
た
こ
と
は
確
獄
と
な
っ
た
。
然
し
営
時
Ｉ
或
は
北
宋
を
通
じ
Ｉ

●
《

一
般
に
河
南
六
朧
と
呼
稀
さ
れ
た
も
の
が
右
六
監
牧
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鄭
州
原
式
蛾
の
存
在
は
ど
う
解
決
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
ｏ
原
武

、
北
氷
前
半
期
に
於
け
る
腹
監
租
佃
の
問
題
・
一
○
○
ご

■

一

次
に
第
三
期
仁
宗
・
英
宗
朝
に
在
っ
て
は
、
祗
含
情
勢
の
逼
迫
と
共
に
諸
州
監
牧
の
澄
溌
が
匝
交
行
わ
れ
た
。
今
共
の
間
の
状
況
を
少

し
く
詳
細
に
老
蕊
し
て
み
る
に
、
宋
史
・
兵
志
・
賜
政
・
天
聖
六
年
の
條
に

六
年
。
陵
洛
陽
朧
。
於
是
Ｕ
河
南
諸
朧
皆
溌
。
悉
以
馬
逢
河
北
。
呪
Ⅷ
詔
。
取
原
武
朧
賜
赴
京
師
。
移
河
北
藥
生
馬
牧
於
原
武
。

と
あ
っ
て
、
天
聖
六
年
室
で
に
河
南
諸
朧
は
皆
腰
罷
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
左
に
払
等
陵
監
の
名
榊
と
そ
の
溌
罷
年
月
を
調
査
↓

記
入
せ
ん
。

･一一＝_
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ト
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ｌ
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眞
宗
天
膳
三
年

同
同
五
年
春
正
月

同
乾
輿
元
年
四
凡

同
同
年
十
二
月

Ｐ

仁
宗
天
聖
五
年
十
一
月

同
同
六
年
十
二
月
、
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●
一
■

・
箕
後
牧
龍
坊
に
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
面
て
そ
の
所
在
地
は
黄
河
北
岸
の
減
洲
銅
淋
補
搾
盤
縣
）
の
地
で
、
景
徳
元
年
契
丹
豐
示
が

註
８
一

大
畢
來
罐
し
其
の
西
南
を
攻
園
し
た
土
地
で
あ
る
。
尚
ぼ
河
北
蹄
は
太
宗
雍
煕
四
年
東
西
二
峠
に
厩
分
さ
弧
、
端
拱
二
年
に
は
一
路
に
併

d■

1

合
更
に
煕
寧
六
年
再
び
分
れ
て
東
西
雨
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
減
州
湘
淵
郡
銅
寧
は
河
北
東
路
に
脇
し
、
之
が
訴
時
河
北
六
膿
の
中
の
一

／

に
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
術
然
で
あ
る
。
然
し
契
丹
が
度
盈
河
北
に
侵
入
し
た
鴬
職
耐
を
避
け
て
ｌ
或
は
黄
河
決
淡
の
節
Ｉ
一
時
喉
州

、
，

註
９
、

澱
陽
の
奮
牧
地
に
牧
馬
を
那
移
す
る
と
共
に
監
務
も
徒
遷
し
た
と
孜
え
ら
れ
る
。
伽
て
暇
州
は
太
宗
至
道
一
乖
京
東
路
仁
隷
し
、
煕
寧
七
一

年
京
東
路
が
東
西
雨
路
に
分
れ
て
か
ら
京
東
西
路
に
脇
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
徒
遜
後
の
鋲
寧
監
が
再
び
湘
州
に
復
卿
出
来
る
日
ま
で
．

河
南
諸
監
の
一
に
数
え
ら
れ
た
こ
と
は
誤
り
な
い
。
か
く
解
緯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
編
・
宋
史
等
の
筆
者
が
諭
時
の
鎭
寧
朧
な
河
耐

謝
朧
の
一
に
数
え
た
こ
と
が
氷
解
さ
れ
ろ
。
其
後
洛
陽
・
軍
鋲
雨
蜷
は
明
這
元
年
（
一
○
三
二
）
に
復
哩
砦
魔
半
監
は
珪
肺
二
年
（
一
○

三
五
）
其
の
一
監
が
腰
能
、
他
の
一
朧
に
は
趙
州
界
牧
馬
が
隷
脇
せ
し
め
ら
れ
、
同
州
沙
苑
監
は
慶
暦
二
年
（
一
○
四
二
）
に
そ
の
牧
地
．

、
が
磯
田
と
な
り
、
次
・
で
皇
祓
元
年
Ｑ
○
四
九
）
に
束
平
朧
と
共
に
復
過
さ
↑
れ
た
が
、
此
の
間
戸
馬
の
論
起
り
、
煕
寧
五
年
口
○
七
二
）

保
馬
法
の
施
行
と
な
り
、
同
八
年
河
南
北
諸
監
は
悉
く
畷
罷
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
仁
宗
。
英
宗
朝
に
於
け
る
諸
州
職
務
の
数
は
天
聖
§

年
間
に
は
十
二
監
牧
に
減
じ
、
時
に
十
三
監
牧
と
な
る
も
爾
來
英
宗
浩
平
末
年
ま
で
大
体
十
二
監
牧
が
存
綬
さ
れ
て
來
た
。

朧
が
河
南
に
脇
す
る
事
は
明
か
な
こ
と
で
あ
り
、
是
く
な
れ
ば
河
南
七
監
と
な
２
」
此
塵
に
一
朧
の
矛
盾
を
孕
む
こ
と
に
な
る
理
で
あ

ノ

る
。
此
の
矛
盾
を
ど
う
解
縄
す
べ
き
だ
ら
う
か
。
、
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
も
の
に
汎
州
鎭
寧
朧
が
あ
る
・
鎭
寧
監
は
宋
會
要
・
兵
・
朧
牧
・

《
儲
州
監
務
鎭
寧
の
條
に
よ
れ
ば
、
太
祇
建
隆
初
年
京
東
西
路
の
椴
州
に
養
馬
務
が
世
か
れ
た
時
に
始
り
、
太
祀
の
開
震
八
年
減
州
に
移
さ
れ

北
宋
前
牛
期
に
於
け
る
腹
監
租
佃
の
問
題

、

夕

一

一

○
一

’

1



1

一

～

鮭
Ｉ
長
編
巻
二
○
・
太
宗
太
平
典
Ｍ
四
年
十
一
月
の
條
。

２
．
長
編
巻
一
二
・
太
宗
大
平
輿
國
五
年
群
正
月
の
條
ｕ

３
０
４
日
野
聞
三
郎
氏
薪
「
五
代
の
馬
政
と
満
時
の
隔
獄
易
」
（
東
洋
醸
雑
姉
二
九
巻
節
二
錐
）
参
照
Ｕ

５
宋
含
要
・
兵
・
監
牧
・
諾
州
監
務
の
條
の
蒲
監
牧
頤
卜
閥
す
る
記
事
ぱ
本
章
本
節
に
遡
電
参
照
さ
れ
た
い
。

６
宋
史
・
兵
志
・
馬
政
・
景
徳
二
年
條
並
に
宋
命
要
・
兵
・
監
牧
・
諸
州
監
務
の
條
塞
照

７
長
編
巻
西
○
・
成
平
三
年
十
月
の
條
（
宋
介
蕊
・
職
官
志
・
河
年
條
、
宋
史
・
賜
政
の
攻
）
・

８
．
９
宋
史
・
地
理
志
・
京
東
路
並
に
河
北
路
の
條
及
び
元
映
九
域
志
・
京
束
路
並
に
河
北
路
の
朧
参
照
。

■
－
内
厩
機
淵
（
在
京
六
坊
朧
）
《

群
〔
卿
捌
野
１
’
１
外
磁
機
臘
（
講
州
十
数
嫌
）

~i

北
宋
前
牛
期
に
於
け
る
震
監
租
佃
の
問
題

も

》
‐
！
ｉ
‐
‐
！
‐
‐
‐
‐
１
１
‐
１
１
１
，
‐
，
‐
；
‐
‐
‐
‐
！
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
！
（
牧
養
上
・
下
監
）

'
内

厩 右左
へ騏

磯藤職

講

州（
諏
州
婦
銅
軍
。
）

淵

牧

事
0

峨院
辱

使．
ｰ

一 ’

且
凸

｜ ｜
河河

『
可
川
律
川
川

ｉ
／
Ｆ
Ｍ
・
』
ノ

1

1

同

州 ・南北
病沙
『｢； 訂4－六、六
』%『:ノ クu

診監監監
'

一
○
二

街
ほ
病
賜
養
鰈
機
関
と
し
て
菱
賜

務
（
罪
蹄
岬
酔
謡
一
）
・
牧
養
上
下
朧
．
／

（
榊
蹄
銅
孵
端
↑
諏
燐
）
・
同
州
沙
苑
嫡

馬
務
（
癖
郷
睡
）
等
が
あ
る
が
、
共
の
・
一

錨
遷
に
就
て
は
都
合
に
よ
り
割
愛
す

る
こ
と
に
し
、
以
上
本
牽
に
於
て
述

べ
來
つ
た
所
を
要
約
す
為
と
上
表
の
．
”
｜

如
く
で
あ
る
。
、

、

ザ

聡

＝

〆

｡
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'

、

ｆ
牧
一
５

数

．
宋
代
数
馬
政
策
の
娘
も
充
憧
し
た
の
は
鍾
宗
朝
で
あ
っ
て
、
溌
時
内
外
坊
雛
二
十
打
像
、
國
馬
二
十
除
寓
匹
を
卵
す
る
に
至
っ
た
。
耐

て
此
の
馬
數
は
宋
が
剛
防
の
鐡
全
を
期
し
得
る
Ⅷ
平
低
限
鹿
の
線
で
あ
っ
て
、
常
畔
有
誠
着
間
の
一
般
通
念
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く

馬
赦
の
問
題
は
國
蓮
を
左
右
す
る
一
催
件
で
あ
り
、
本
題
と
も
妓
も
深
い
關
係
を
有
つ
が
故
に
、
本
節
に
於
て
は
先
づ
幽
有
賜
数
を
研
索

・
し
、
更
に
監
牧
馬
の
敷
に
就
て
推
測
を
加
え
て
み
た
い
。

さ
て
前
期
太
祁
。
太
宗
朝
に
於
け
る
馬
救
を
索
む
ろ
に
、
長
編
巻
』
・
太
宗
太
平
興
國
四
年
十
一
月
の
催
に
、

先
是
ｏ
詔
中
使
趙
守
倫
ｏ
優
給
恢
和
市
在
京
及
諸
州
民
冊
私
蛎
。
於
是
。
十
七
蔦
三
千
五
百
七
十
九
匹
。
僻
』
心
識
怖
硴
坤
岬
雌
痢
〈
坤
祁
‐

帥
輔
泌
舗
睡
琴
疵
隷
耐
嘩
耐
癖
鋤
舜
坤
姉
砺
蝉
難
卵
辨
巻
蜂
唖
毛
（
群
坤
唖
癖
穣
皿
榊
蝉
琴
恥
睡
誇
錘
》
）

と
あ
〃
っ
て
、
興
國
年
間
左
京
及
諸
州
民
柵
賜
（
幹
唾
腺
味
諏
哩
は
）
が
括
賀
さ
れ
其
の
数
は
十
七
萬
除
匹
で
あ
っ
た
と
し
て
い
ぉ
が
、
之
が
数

年
敬
回
に
一
旦
一
つ
折
馬
蝋
で
あ
る
こ
と
は
、
宋
命
州
要
・
兵
・
雑
録
・
馬
政
六
の
同
記
那
の
脚
註
に
「
景
徳
因
用
兵
。
時
或
括
買
。
至
北
夜
斗
祁

、
註
１

和
。
途
罷
。
』
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
出
來
ろ
し
、
叉
括
賀
に
よ
る
馬
偵
を
一
鳩
に
付
き
参
拾
五
六
緋
と
見
積
っ
て
雌
等
十
七
蕊
数
千

》
■

匹
花
括
買
す
－
つ
に
要
す
易
爽
用
を
煉
定
す
る
と
約
六
百
概
絲
と
な
り
、
か
か
易
英
太
な
經
喪
が
唯
の
一
回
で
支
出
さ
れ
る
こ
と
は
到
底
あ

⑨
●

り
抑
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
了
解
出
來
為
。
長
緬
が
「
市
吏
民
馬
十
七
繭
匹
」
と
せ
ず
「
於
処
十
七
寓
云
云
」
と
誌
し
て
い
る
の
は
頗
る

煮
味
あ
る
表
現
で
あ
っ
て
、
飛
軒
は
此
の
馬
数
を
以
て
興
剛
年
間
の
天
下
朧
在
鳩
数
か
、
或
は
其
の
近
値
数
で
あ
っ
た
と
万
て
お
き
た

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
溌
監
租
佃
の
問
魍
一
○
一
二

｡〃

一

一一

、

厩

牧

の
変
⑳
態ｎＪ、Ⅸ』

」

今

、

〆

、

ヴ

－
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卜

、

北
宋
前
牛
期
に
於
け
る
唆
監
和
仙
の
問
鼬
一
○
四

い
。
然
し
翌
興
國
五
年
零
正
月
太
宗
が
附
州
に
て
雄
た
る
馬
匹
剛
萬
五
千
を
此
の
折
貿
賜
十
七
寓
雌
匹
に
加
騨
す
れ
ば
、
優
に
二
十
一
寓

彬
超
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
之
は
朧
牧
に
於
け
る
病
馬
並
に
弛
死
馬
が
非
附
に
商
率
で
あ
っ
た
こ
と
（
嘩
奉
蝿
）
、
従
っ
て
括
賜
十
七
萬
匹

が
数
年
匹
口
意
買
上
げ
数
で
あ
る
と
す
れ
ば
二
割
の
年
数
倍
の
減
少
と
な
－
つ
鮎
、
叉
太
宗
朝
は
連
年
征
役
行
わ
れ
、
爲
に
戦
地
に
於
け
る

被
奔
馬
並
に
戦
病
傷
死
馬
数
が
奪
馬
数
を
遥
に
凌
翻
し
て
い
た
こ
と
等
老
臓
さ
一
つ
べ
き
で
あ
一
つ
。
筒
ぼ
監
牧
脇
の
生
駒
欺
或
は
遥
境
巾
馬

に
ょ
馬
馬
数
が
考
え
ら
れ
》
っ
が
、
前
考
は
北
宋
に
於
け
る
雛
牧
の
華
生
奉
が
牝
賜
數
の
二
割
で
あ
っ
て
雲
仙
も
生
駒
の
多
数
が
駄
賜
で
あ
っ

た
こ
と
、
後
者
に
就
て
は
連
年
の
征
役
に
よ
っ
て
邊
境
市
馬
が
困
難
を
極
め
た
等
の
蒲
郡
精
よ
り
し
て
、
輿
幽
年
間
の
天
下
鯉
荘
賜
歎
は

註
２

十
七
繭
餘
匹
程
度
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ろ
。
若
し
同
時
代
の
賜
匹
が
二
十
萬
を
超
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
結
局
監
收
の
不
足
を
生
じ
て

收
賜
の
成
統
は
益
々
不
振
に
陥
り
、
却
っ
て
魍
防
不
安
の
原
因
を
惹
起
す
る
恐
れ
無
し
と
は
保
證
し
難
い
の
で
あ
る
。
共
の
後
雍
煕
。
端

‐
拱
。
渕
化
・
茶
道
と
．
代
を
経
一
心
毎
に
、
朧
牧
或
は
禁
飛
歩
。
崎
乖
賜
は
充
蔽
１
、
太
宗
朝
の
剛
賜
數
は
反
宗
朝
の
一
千
齢
寓
匹
へ
と
増
添

『
■

し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

‐
次
に
興
宗
朝
は
契
丹
・
西
変
と
の
對
外
闘
係
好
韓
し
て
紮
徳
・
鮮
符
の
閲
一
時
・
少
座
を
符
，
賜
政
の
刷
新
と
共
に
朧
牧
充
通
し
、
又
諸

縦
・
諸
乖
も
難
伽
せ
ら
れ
、
こ
こ
に
馬
敬
は
一
躍
し
て
二
十
餘
寓
匹
を
源
え
る
に
至
っ
た
。
今
其
の
詳
細
を
宋
史
。
宋
禽
要
に
よ
っ
て
総

蕊
す
る
に
、

一
・

／
ぷ

、

、

』
』

二
ｌ
Ｉ
Ⅲ
１
１
１
『
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｈ
・
日
■
１
１
１
Ｍ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

宝

日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
Ｊ

、



ざ

●
／

戸

い
‐
ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
Ⅱ
’
１
１
，
，
１
１
１
８
‐
，
Ｉ
Ｉ
ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
参

と
あ
っ
て
、
雨
者
共
唾
内
外
坊
監
及
び
諸
蛎
馬
數
を
二
十
総
寓
疋
と
誌
し
て
い
ろ
。
更
に
処
等
の
史
料
を
仔
細
に
吟
味
す
れ
ば
、
末
會

嬰
・
宋
史
共
に
原
擴
を
同
じ
う
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
、
而
も
雨
書
は
文
意
關
係
な
き
史
料
を
一
所
に
羅
列
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て

宋
會
要
は
①
②
③
㈲
の
四
つ
の
史
料
に
よ
り
鮮
丈
さ
れ
、
「
成
壬
一
革
」
な
る
年
次
は
⑪
の
文
面
の
み
に
薬
局
も
の
で
あ
り
、
③
の
史
料

は
⑩
②
と
全
く
閥
係
な
き
も
其
の
提
示
の
順
位
よ
り
し
て
成
平
三
年
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。
尚
ほ
「
左
右
騏
膜
院
六
坊
監

止
留
溺
二
千
齢
二
千
隙
」
と
あ
ろ
は
、
宋
念
Ⅱ
要
・
兵
・
雑
録
・
馬
政
七
の
項
に
よ
っ
て
見
る
に
命
脈
符
五
年
四
月
に
決
定
さ
れ
、
以
来
笈

加
せ
ち
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
又
宋
史
は
（
ａ
）
（
ｂ
）
の
別
箇
の
史
料
よ
り
成
り
、
「
大
由
岬
符
一
兀
年
」
な
ろ
年
次
は

「
立
牧
総
武
制
令
。
一
雲
苓
」
の
み
に
係
る
も
の
で
、
（
ｂ
）
史
料
は
「
街
赴
時
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
群
符
一
初
年
か
或
は
同
年
肌
の
も
の
で
あ

今
勺
こ
と
に
間
遮
い
な
い
。
従
っ
て
朱
命
嬰
③
宋
史
（
ｂ
）
は
全
く
同
一
史
料
な
る
を
以
て
、
二
十
除
禽
匹
な
易
賜
独
は
腓
符
年
間
の
も
の
と

樅
定
さ
れ
る
。
．
“

北
宋
前
牛
・
期
に
於
け
る
隆
監
和
仙
の
問
題
一
○
五

－ 一
丸

諾州而不キプ<軍
班蹴入在侭千津
賭 《』 し蒲束三生
乖皆共 。 咳 堯I- 駒
又遥，御左歎八二
三使馬右料人歳

穂弓#:欝高垪墜ブし

百桧ハj 院二賎者

｜ 像泓考六千及、黙
｜ 睡水在坊俵識，印
。草求監訴永之

以幣 。止愛;？ 脇 ‘2

蓋耀鰄
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‐

、

、
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十

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
騒
朧
租
佃
の
問
越
一
○
六

更
に
仁
宗
・
英
宗
朝
の
馬
姓
に
閥
し
て
は
典
の
敬
飛
的
史
料
全
く
な
く
類
推
に
航
坊
外
な
い
が
、
一
歳
を
經
ろ
毎
に
減
少
の
一
路
を
巡

っ
た
こ
と
は
諸
般
の
状
勢
よ
り
し
て
判
断
さ
れ
糊
為
。
即
ち
契
丹
興
宗
の
雌
題
或
は
錐
肺
二
年
以
後
西
夏
元
昊
の
河
西
攻
略
等
に
よ
る
國

際
情
勢
の
重
座
に
よ
り
、
市
蛎
は
杜
絶
の
状
態
に
陥
り
、
加
う
る
に
内
政
素
倒
し
新
奮
雨
派
の
晤
岡
起
り
、
叉
冗
官
冗
兵
朝
野
に
溢
飢
し

て
支
出
墹
大
し
、
爲
に
財
政
破
綻
し
て
騰
牧
の
經
紳
愈
々
困
難
と
な
り
、
收
賜
の
成
絞
銃
盆
不
振
と
な
っ
た
篤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。

さ
て
こ
こ
．
に
同
時
代
蛎
灘
研
索
の
絲
口
と
し
て
想
起
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
仁
宗
初
期
の
馬
欺
は
眞
宗
聯
符
年
間
の
賜
敷
に
、
同
末
期
の
を

れ
は
祁
宗
初
期
の
賜
救
に
近
値
す
一
つ
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
今
川
宗
初
期
の
賜
独
を
宋
含
要
・
兵
・
雑
録
・
賜
政
七
・
元
盟
七
年
五
月
二

十
八
日
の
條
に
見
れ
ば
、

中
書
一
言
。
熈
寧
二
年
。
天
下
應
在
胸
十
五
戯
三
千
六
百
三
十
四
。
詔
尚
作
志
兵
部
。
取
索
内
外
馬
独
。
比
較
以
聞
。
（
恥
嬬
確
雇
郡
痙
縮

畔
睡
一
一
》
俸
昨
諏
轆
。
）

と
あ
っ
て
、
英
朱
滞
平
末
後
二
年
岡
の
煕
寧
二
年
に
於
け
る
天
下
應
在
馬
は
十
五
寓
三
千
六
百
三
十
四
匹
と
あ
り
、
之
に
依
っ
て
孜
う

れ
ば
蕊
宗
朝
の
天
下
雁
在
賜
数
は
十
五
鞠
乃
至
十
六
閏
程
度
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ろ
。
以
上
に
よ
り
大
休
北
宋
前
半
期
の
唯
在
賜
数
は

“
与

太
宗
興
國
年
間
十
七
寓
三
四
千
匹
、
・
反
米
祁
狩
年
間
二
十
除
繭
匹
、
英
宗
浩
平
年
問
十
五
灘
数
千
匹
程
度
で
あ
っ
た
と
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
各
期
応
剛
有
鳩
数
に
就
て
は
其
の
概
数
を
把
握
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
到
達
す
零
へ
き
段
階
は
企
光
等
馬
匹
の
中
如
何
程
の
馬

数
が
内
外
諸
坊
監
に
牧
放
さ
れ
て
い
た
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
之
に
開
す
る
綜
合
的
な
史
料
も
亦
皆
無
で
あ
っ
て
、
唯
一
二
朧
牧
の
牧

馬
数
が
三
一
蕊
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
ら
ば
如
何
に
し
て
其
の
溌
態
を
捉
え
る
可
き
か
。
こ
こ
に
参
考
と
す
ぺ
き
は
禁
耶
騎
唯
兵
員

訂
３

数
。
監
牧
牧
地
面
満
及
び
北
〈
他
牧
放
上
の
原
則
的
規
繩
ｌ
銅
嘩
乖
鶏
郷
蝉
座
作
癖
擁
癖
唖
雌
鈷
“
痙
謝
諭
筆
）
、
－
等
で
あ
る
。
今
收
地
面
職
の
上

』

Ｉ

、

Ｉ
一

ノ

－



､

ノ

ノ

よ
り
驍
敬
收
馬
總
数
を
求
む
為
と
す
処
ぱ
、
前
に
批
定
し
た
ろ
諸
年
次
の
園
有
馬
激
（
唾
趣
醗
確
趣
球
諦
型
を
之
と
同
年
次
の
坊
監
並
に
諸

班
。
軍
両
牧
地
面
積
の
比
に
よ
つ
一
て
按
分
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
蔵
名
。
Ⅶ
て
之
を
先
拙
宋
會
要
・
馬
墜
ハ
の
項
に
誌
せ
》
っ
牧
地
而
精
諸
坊

註
４

、

聡
四
萬
四
壬
四
百
餘
頃
、
講
班
・
叩
三
繭
九
百
項
を
以
て
左
に
其
の
概
数
を
計
上
す
れ
ば
１
霊
雑
種
心
癖
癖
岬
嘩
銚
癖
雰
球
嘩
轆
韮
転
癖
錘

、

‐
雑
渉
悸
緬
唾
銅
錯
咋
趣
瘤
緯
塞
曄
恥
）
Ｉ
（
Ａ
）
表
の
如
く
に
な
る
。

次
に
北
宋
煕
寧
以
前
の
紮
叩
騎
耶
兵
員
数
か
ら
坊
監
及
識
班
・
瓶
の
所
有
賜
数
を
椎
索
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
其
の
騎
耶
兵
員
数
に
開

す
昂
綜
合
的
な
統
計
史
料
は
皆
無
で
あ
っ
て
、
唯
宋
史
・
兵
志
・
禁
耶
上
の
項
に
開
磁
・
雲
廻
・
天
砿
・
慶
朧
・
治
平
各
年
次
の
総
兵
員

激
並
に
禁
躯
歩
・
騎
躯
兵
員
合
計
粒
と
述
隆
以
來
の
禁
乖
諾
班
諸
巾
各
指
揮
の
稲
號
並
に
指
揮
灘
と
を
掲
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
今

註
５

之
に
よ
っ
て
太
宗
興
國
・
】
堤
一
本
群
符
・
英
宗
浩
平
諾
年
次
の
騎
耶
兵
員
数
を
岬
定
す
お
に
、
興
國
年
間
十
一
寓
八
筒
除
、
肺
符
年
間
十
四

寓
一
ハ
千
隙
、
浩
平
年
間
十
八
餌
千
五
餘
火
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
而
て
是
等
騎
巫
全
員
が
踊
れ
な
く
騎
賜
を
配
せ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
興

圃
。
鮮
符
．
治
平
諸
年
次
に
於
け
易
禁
耶
需
要
脇
数
並
に
功
朧
に
残
翻
し
得
為
賜
匹
は
（
Ｂ
）
表
の
如
く
假
定
し
得
る
。
・
而
て
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
而

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
礎
瞭
和
佃
の
問
題
、
一
○
七
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Ｉ
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１
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Ｉ
１
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
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錘
６

表
で
は
六
蕊
二
千
餘
匹
と
な
っ
て
い
る
が
、
果
し
て
何
れ
が
興
應
を
語
っ
て
い
る
だ
ら
う
か
。
先
参
つ
桧
時
の
内
外
坊
騰
数
は
十
三
、
、
一
砿

の
收
零
牧
賜
数
を
四
五
千
匹
と
・
す
れ
ば
、
其
の
收
容
可
能
馬
数
は
六
寓
乃
至
六
繭
五
千
匹
程
庇
と
零
う
こ
と
に
な
る
。
叉
先
に
一
言
ぜ
し

一
‐
グ
」

如
く
、
太
宗
朝
は
通
年
征
役
が
綴
け
ら
れ
騎
軍
の
充
従
が
鐙
も
痛
感
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
支
配
さ
れ
得
る
限
り
の
賜
匹
は
騎
蛎
或
．

は
歩
飛
其
他
に
給
支
さ
肌
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
（
Ｂ
）
表
の
数
字
こ
そ
常
時
の
從
數
に
近
い
と
考
え
ら
れ
ろ
。

次
に
群
符
年
側
の
内
外
諸
坊
朧
收
馬
赦
は
（
Ａ
）
表
で
は
十
三
寓
五
千
徐
匹
、
（
Ｂ
）
表
に
あ
っ
て
は
八
閥
乃
至
九
萬
匹
と
な
っ
て
い
る

が
、
同
時
代
の
監
牧
数
は
一
初
年
二
十
雛
、
二
年
二
十
一
監
、
三
年
一
千
二
朧
、
四
五
年
二
士
一
藍
、
六
年
以
後
二
十
四
朧
で
あ
る
Ｐ
叩
て

、

此
の
中
在
京
六
坊
監
の
牧
馬
数
に
就
て
は
、
宋
含
要
・
兵
”
雑
録
・
賜
政
七
・
大
中
群
符
五
年
四
月
の
催
に
見
」
っ
群
牧
制
世
使
の
言
に
よ

れ
ば
、
此
の
識
ま
で
萬
七
千
匹
で
あ
っ
た
も
の
が
寓
匹
、
更
に
七
千
匹
と
減
額
さ
れ
、
引
綴
き
二
千
匹
を
以
て
定
額
と
じ
、
五
千
匹
は
漕

浬
朧
（
稲
舗
鋤
）
に
溌
賜
收
養
せ
し
め
る
こ
と
に
決
定
の
上
狂
施
に
及
ん
で
い
↓
ろ
。
從
っ
て
同
四
年
ま
で
の
在
京
一
監
の
平
均
牧
賜
数
は
二

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
蕨
監
和
佃
の
問
題
一
○
八

識
を
韮
と
し
て
各
年
次
順
に
該
欺
字
を
械
討
す
る
に
、
興
國
年
間
に
於
け
る
内
外
坊
監
總
賜
数
は
、
（
Ａ
）
表
で
は
十
蕊
二
千
餘
匹
、

■

‐
・
一
殿
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ｌ
訓
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ｌ
洲
‐
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ｉ
－
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○
○
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○
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○
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一

言
１
１

〆

I
‘

千
八
百
除
匹
、
同
五
年
以
後
で
は
平
均
三
百
三
十
餘
匹
と
云
う
僅
少
数
と
な
る
。
今
昨
符
四
五
年
に
於
け
る
在
京
六
坊
監
賜
数
を
二
千
匹

と
し
、
諸
州
十
七
朧
牧
の
收
容
可
能
賜
赦
を
一
監
五
千
匹
と
し
て
計
弊
の
上
内
外
坊
監
牧
放
可
能
馬
数
を
算
定
す
れ
ば
、
約
八
繭
七
千
匹

と
な
っ
て
（
Ｂ
）
表
の
算
定
数
と
近
似
す
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
昨
符
年
間
の
内
外
諸
坊
朧
牧
腸
数
は
八
蕗
乃
至
九
曲
前
後
と
推
定
さ
れ

』
つ
○

次
で
治
平
年
冊
に
於
け
る
朧
收
々
馬
数
に
就
て
万
ろ
に
、
（
Ａ
）
表
に
潰
れ
ば
八
閥
八
千
餘
匹
と
な
り
、
（
Ｂ
）
表
で
は
全
く
存
在
し
な
か

＃
〆
む

つ
た
と
蓋
う
こ
と
に
な
る
。
巾
て
（
Ｂ
）
表
は
天
下
應
在
鳩
十
五
茂
匹
に
釣
し
写
騎
耶
必
需
賜
数
は
十
八
闘
餘
と
い
う
過
多
な
数
字
を
示
し

て
い
る
が
令
之
は
畢
寛
仁
宗
中
葉
よ
り
冗
兵
野
に
滿
ち
兵
制
素
れ
た
る
こ
と
の
一
證
差
で
あ
り
、
．
又
騎
崎
な
き
騎
取
の
多
か
っ
た
こ
と
を

、

物
語
る
も
の
で
あ
』
亀
さ
て
同
年
次
に
於
け
る
監
牧
賜
数
を
弊
定
す
る
に
常
り
雌
も
有
力
な
る
史
料
と
し
て
雛
げ
ら
れ
ろ
も
の
は
、
宋
會

要
・
兵
・
雑
録
・
牧
地
・
祁
宗
煕
寧
元
年
二
月
四
日
の
條
の
↑

群
牧
璽
言
。
癖
。
勘
會
左
右
加
賜
蛙
草
地
。
讃
祷
四
寓
八
壬
一
百
餘
甑
。
今
約
以
賜
燕
幽
匹
爲
額
。
毎
匹
占
地
五
十
畝
・
融
。
所
有

間

原
武
・
軍
旗
・
洛
陽
・
沙
苑
・
洪
水
・
安
陽
・
東
平
監
地
三
閏
二
千
四
百
雌
頃
。
賜
三
寓
六
百
匹
。
云
云
。
．

●
①
。

な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
煕
寧
元
年
現
在
の
賜
朧
牧
賜
額
を
車
地
四
甜
八
千
唖
に
對
し
五
禽
匹
と
し
、
原
武
以
下
七
朧
に
三

閥
六
百
匹
即
ち
一
朧
平
均
四
千
三
百
倣
匹
が
牧
放
さ
れ
て
い
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
伽
て
此
の
一
監
午
均
馬
数
を
以
て
治
平
末
河
南
北

十
二
朧
の
牧
賜
数
を
推
定
す
れ
ば
四
海
八
千
三
百
餘
匹
と
な
り
、
之
に
在
京
六
坊
跣
賜
を
二
千
匹
と
し
て
加
邪
す
れ
ば
五
磁
匹
程
度
に
な

る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
研
雍
に
よ
り
北
宋
前
半
期
に
於
け
る
内
外
坊
蛙
牧
賜
總
独
を
三
期
に
分
け
て
推
定
す
る
と
上
表
の
如
く
に
な

』
わ
○

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腹
監
和
佃
の
問
廻

1

’ Ｉ

ー

〆

、

■

一
○
九

、

’



ｒ
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、

P ，
Q

〈

Ｉ
華
生
奉
と
病
賜
弛
死
率

由
来
、
國
賜
の
蕃
息
は
國
邇
の
消
長
に
多
大
の
關
係
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
謹
生
率
並
に
生
駒
数
は
其
の
根
本
的
問
題
で
あ
り
、
病

馬
僻
較
と
共
に
北
宋
に
於
け
る
城
賜
政
策
上
の
一
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
先
づ
當
百
年
間
の
生
駒
率
が
如
何
な
る
状
態
に
あ
っ
た
か
と
云

一
ク
に
、
こ
れ
又
史
料
乏
し
く
其
の
究
明
は
逃
だ
困
難
で
あ
る
が
、
二
三
の
史
料
に
搾
っ
て
其
の
概
要
を
述
べ
て
み
た
い
。
即
ち
長
編
巻
壱
・

太
宗
泌
化
五
年
十
二
月
戊
寅
の
條
に
よ
れ
ば

初
。
内
侍
趙
守
倫
請
。
於
諸
州
牧
賜
坊
。
畜
牝
賜
寓
五
千
匹
。
逐
水
蕊
放
牧
。
不
喪
鰡
秣
。
所
生
駒
子
可
賓
準
用
。
詔
從
之
。
自
必

一
牧
賜
頗
恭
息
。
未
幾
守
倫
叉
圭
言
。
牧
蕊
諸
坊
牝
鳩
及
繭
匹
者
。
戯
生
駒
四
千
。
今
歳
止
及
二
千
五
百
。
武
申
王
者
失
職
不
能
謹

硯
。
及
膳
誉
繼
華
生
之
法
。
以
致
不
登
其
課
。
自
今
。
諸
坊
使
区
。
伏
望
嚴
加
條
約
響
其
砿
慢
。
如
牝
馬
百
匹
歳
約
駒
子
七
十
者
。

等
級
遷
擢
ｏ
云
云
。
（
嘩
琴
郵
猩
唯
延
馬
）

と
あ
っ
て
、
内
侍
趙
守
倫
の
奏
請
に
、
諸
州
牧
龍
坊
に
牝
馬
（
癖
碗
評
雑
如
垂
恥
濡
解
睦
）
寓
匹
を
牧
放
す
れ
ば
毎
一
疵
駒
四
千
匹
と
生
む
の
が

＄ノ

ー

一
治

一一一
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一一一
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通
例
な
る
こ
と
．
然
る
に
今
歳
は
其
の
成
絞
梁
ら
ず
僅
か
二
千
五
百
匹
の
割
合
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
耐
て
之
は
一
に
薬
生
を
主
る
者

の
職
務
怠
慢
に
し
て
華
生
を
螢
渡
す
る
の
法
を
胸
ぐ
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
今
若
し
守
倫
の
言
う
が
如
く
從
前
の
生
駒

数
が
牝
馬
繭
匹
に
對
し
四
千
匹
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
此
の
奏
請
が
な
さ
れ
た
歳
以
前
の
生
駒
率
は
牝
腸
数
の
四
割
と
な
り
、
之
に
反
し

、

の

奏
請
常
時
の
漕
化
五
年
に
於
け
る
生
駒
率
は
、
牝
馬
醐
匹
に
對
し
二
千
五
百
匹
で
あ
っ
て
牝
馬
数
の
二
割
五
分
と
な
り
、
僅
か
数
年
足
ら

ず
し
て
約
一
割
五
分
か
ら
の
大
量
減
少
を
來
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
叩
て
此
の
二
割
五
分
な
る
生
駒
率
は
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
悪

、

澱
で
あ
っ
て
、
営
時
の
華
生
率
は
牝
賜
数
の
二
割
五
分
で
あ
っ
た
と
万
る
よ
り
外
な
く
、
守
倫
上
言
中
に
あ
る
「
牧
龍
諾
坊
牝
賜
及
闘
匹

者
。
族
生
駒
四
千
Ｏ
」
な
る
生
駒
四
割
論
Ｉ
（
泰
電
塾
睡
雑
壁
鋤
峰
排
燕
錘
誇
一
評
球
岼
理
蝿
酒
癖
唖
確
唾
郵
蜀
叫
苧
緯
壁
蜘
辨
哩
剛
姻
諏
舞
が
副
歩
鐸
燕

姉
唖
呼
癖
諸
匪
越
潅
猛
癖
釧
湿
郡
夢
Ｉ
は
頗
る
重
要
な
る
問
題
と
な
っ
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
兎
に
角
事
の
論
議
は
後
に
譲
り
、
一
過
化
五
年

総
時
の
生
駒
率
を
二
割
五
分
と
す
れ
ば
、
是
等
諸
牧
賜
坊
に
畜
牧
し
た
牝
馬
説
五
千
匹
よ
り
得
た
る
生
駒
数
は
約
三
千
七
百
五
十
匹
程
鹿

と
推
定
さ
れ
ろ
。

次
に
前
節
に
掲
げ
た
る
宋
會
要
・
兵
・
雑
録
・
賜
政
六
の
項
に

空
一

一
堀
。
成
平
三
年
。
世
群
牧
司
總
内
外
馬
政
。
其
後
蔵
辿
判
官
一
人
巡
行
諸
監
。
取
華
生
駒
二
歳
以
上
者
鮎
印
之
。
歳
約
八
千
餘
匹
．

ロ

云
一
云
○

と
あ
っ
て
、
成
平
三
年
以
後
毎
年
華
生
駒
二
歳
以
上
の
も
の
を
鮎
印
し
波
毎
に
八
千
匹
を
得
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
生
駒
数
は
太
宗
漕
化

五
年
の
三
千
七
百
五
十
匹
か
ら
一
蝿
し
て
八
千
匹
に
倍
増
し
た
こ
と
に
な
る
。
結
局
之
は
生
駒
率
の
墹
高
か
牝
賜
数
の
墹
多
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
落
し
此
の
問
の
生
駒
率
を
渇
化
年
間
の
二
割
五
分
と
同
率
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
駒
八
千
匹
を
得
る
に
典
す
る
牝
賜
は
三
闘

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
腹
監
租
佃
の
問
題
二
一

凸

q

、

卜

且

１
１
－

ヨ

＝
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、
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戸

二

、

北
米
前
午
期
に
於
け
る
騒
監
租
佃
の
問
題
一
言
一

一
手
匹
と
左
り
、
叉
生
駒
率
の
蕊
尚
に
よ
る
と
し
て
生
駒
率
が
牝
馬
の
四
割
に
高
ま
っ
た
と
す
る
と
、
同
数
の
生
駒
を
符
ろ
に
要
す
る
牝

賜
数
は
二
繭
匹
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
今
地
等
蕊
聖
母
馬
を
蕊
龍
七
監
に
畜
牧
す
る
と
な
れ
ば
前
者
の
数
字
は
少
し
く
多
き
に
過
ぎ
る
よ

註
７

う
で
あ
る
。
術
ほ
こ
こ
に
考
慮
さ
る
ぺ
き
は
昨
笹
兀
年
よ
り
同
四
年
ま
で
毎
歳
布
告
さ
弧
た
牧
監
没
制
令
で
あ
っ
て
、
之
に
よ
る
と
生
駒

五
刈
以
上
１
蝿
乖
轆
恥
秘
冷
Ｉ
に
及
ぶ
飼
育
兵
校
並
に
監
牧
使
臣
に
對
し
総
数
遷
擢
の
條
規
が
各
令
共
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
合
す

れ
ば
、
常
時
の
生
駒
率
は
少
く
と
も
牝
賜
数
の
三
割
乃
至
四
割
程
度
に
墹
添
し
た
と
推
迂
せ
ら
れ
る
。
地
く
考
え
る
と
、
生
駒
毎
歳
八
千

匹
な
る
数
は
生
剛
奉
の
向
上
と
牝
賜
数
の
増
多
に
よ
る
こ
と
ば
勿
論
で
あ
つ
で
、
之
を
同
時
代
の
國
馬
数
．
朧
牧
数
・
共
他
流
縦
の
状
況
・

よ
り
判
断
す
れ
ば
、
景
徳
以
後
肺
符
年
間
に
亙
る
年
平
均
生
駒
数
と
見
ら
れ
る
。

次
で
仁
《
一
祁
朝
に
入
る
と
此
の
華
生
奉
並
に
生
駒
数
は
低
下
の
一
歩
を
辿
っ
た
の
《
で
あ
る
．
が
、
こ
の
こ
と
は
當
時
の
群
賦
側
に
交
さ
れ
た

『
〃

論
議
瀧
専
ら
國
崎
袖
弧
策
に
集
中
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
ら
れ
る
。
而
て
當
代
の
生
駒
率
に
就
て
は
宋
史
・
兵
志
・
蝿

、

政
。
嘉
肺
八
年
の
催
に

・
群
牧
司
言
Ｃ
謹
生
七
朧
。
毎
朧
歳
定
牝
賜
一
手
牡
馬
四
百
。
歳
生
駒
四
百
。
以
爲
定
数
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
牝
賜
二
千
匹
に
對
し
生
駒
四
百
匹
を
以
て
定
額
と
し
て
い
る
鮎
か
ら
す
れ
ば
、
嘉
赫
前
後
の
生
駒
率
は
大
体
二
割
程
度
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
尚
ぼ
此
の
定
率
に
従
っ
て
河
北
蘂
生
七
監
に
於
け
る
生
駒
数
を
概
算
す
れ
ば
、
牝
賜
説
四
千
、
牡
蛎
二
千
八
百
の

註
８

群
牧
に
よ
っ
て
得
ぢ
れ
る
生
駒
は
年
間
二
千
八
百
四
と
な
る
が
、
煕
寧
六
年
の
中
書
躯
密
院
の
言
明
に
は
、
河
南
北
士
一
朧
の
出
崎
数
は

、
、
、

煕
寧
二
年
よ
り
側
五
年
に
至
る
問
毎
歳
千
六
百
四
十
匹
と
あ
る
に
よ
っ
て
、
疫
際
は
も
つ
と
少
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
ゞ
以
上
煕
寧
以
前
百
。

年
剛
の
生
駒
数
並
に
生
駒
率
を
想
定
す
る
と
左
表
の
如
く
に
な
る
。

Ｌ
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グ
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４
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〃
宮
〕

次
に
病
賜
奉
に
就
て
見
る
に
、
唯
一
つ
宋
會
要
・
兵
。
雑
嫁
・
賜
政
七
・
大
中
肺
符
五
年
七
月
の
條
に
旬
在
京
坊
朧
崎
七
千
匹
の
中
牧

養
上
・
下
雨
朧
に
迭
ら
れ
る
背
一
千
五
百
匹
と
あ
っ
て
其
の
病
賜
数
の
多
い
こ
と
と
・
本
し
て
い
る
が
、
之
に
よ
っ
て
病
賜
奉
を
兜
出
す
恥

、
凸
守

ぱ
こ
制
一
分
弧
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
然
ら
ば
赴
等
病
馬
の
中
幾
許
の
賜
匹
が
治
癒
さ
鯉
る
か
と
云
え
ば
、
そ
の
殆
ど
大
部
分
が
弛
死
脇

幻
、

と
な
っ
た
こ
と
は
、
長
編
巻
賜
。
厘
宗
大
中
群
符
元
年
正
月
乙
亥
の
條
に
｛

↑
ノ

４
０
ユ
ル
、

群
牧
制
世
僅
言
。
京
城
坊
朧
脇
病
即
逢
餐
馬
務
Ｕ
素
鉦
費
訓
之
格
。
以
故
溌
傭
多
死
。
愈
者
南
無
三
囚
。
云
云
。
．
（
鉾
碕
嘩
睡
垂
皿
榊

。
”
睡
年
昨
繩
鑛
）

●

と
あ
っ
て
、
病
賜
に
し
て
生
還
す
る
も
の
百
に
三
四
と
云
う
低
率
で
、
其
の
大
部
分
が
殆
ど
勉
死
し
た
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
判
る
。
又
此

の
事
は
同
北
哩
巻
志
〈
・
画
韮
祓
元
年
三
月
庇
子
の
條
・
戸
部
副
使
包
拡
が
答
申
の
熱
趣
策
に
「
臣
聞
。
唖
歳
。
於
邨
州
・
間
州
世
二
馬
朧
。

Ⅱ
ヨ
リ

、
｜
岬
・
乃
於
河
北
朧
内
分
馬
。
往
逐
虚
牧
養
。
未
迩
一
歳
。
死
者
十
有
八
。
云
一
苓
」
と
あ
る
こ
と
、
或
は
牧
朧
次
制
令
に
よ
る
と
弛
死
一
割

り
】

以
内
と
云
う
線
が
給
蛍
の
規
繩
と
な
っ
て
い
る
鮎
等
よ
り
す
れ
ば
、
病
鳩
並
に
弛
死
賜
率
は
共
に
二
割
内
外
の
線
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
触

る
。

ツ
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可

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
賎
監
租
佃
の
問
題
‐
，
一
一
四

さ
て
本
章
に
て
述
べ
來
つ
た
川
を
要
約
す
れ
ば
、
北
宋
前
半
期
の
國
有
賜
数
は
三
期
を
通
じ
第
二
期
眞
宗
朝
を
頂
鮎
と
し
て
弛
物
線
状

を
呈
し
、
又
其
の
生
駒
数
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
全
く
前
章
に
偽
て
概
槻
し
た
る
監
牧
増
減
数
に
よ
っ
て
も
袈
付
け
ら
れ
る
も

Ｉ
〆
の
で
あ
る
。
Ⅶ
て
華
生
率
の
低
き
こ
と
、
病
馬
並
に
そ
の
弛
死
卒
の
高
き
こ
と
は
、
監
牧
使
臣
兵
校
の
怠
慢
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
も
つ
と

根
本
的
に
牧
地
の
土
性
賜
性
に
通
う
か
否
か
と
云
う
鮎
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

h

畠

●
主
鯉

予

、

、

4

1
0

1 旬

１
市
馬
に
よ
る
馬
慨
は
市
場
の
方
法
〔
券
馬
・
省
馬
・
括
馬
・
趾
馬
）
に
よ
っ
て
異
る
が
、
其
の
算
定
は
馬
の
等
様
格
尺
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
即

ち
馬
は
そ
の
絡
尺
に
従
っ
て
大
抵
の
錫
合
六
つ
申
等
様
１
唖
鍵
率
奉
Ｉ
に
分
け
ら
れ
、
等
瀧
に
主
っ
て
馬
越
か
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
共
の
楯

尺
は
通
常
瓜
尺
二
寸
（
六
等
）
よ
り
Ｗ
尺
七
寸
（
一
等
）
と
さ
れ
て
い
る
。
今
北
禾
前
半
期
に
於
け
る
市
馬
の
値
を
市
馬
の
諏
緬
別
に
算
定
す
れ

ば
、
一
馬
に
付
き
省
馬
平
均
二
十
三
二
繩
．
肌
馬
平
均
三
十
一
級
、
括
馬
向
三
十
五
綣
、
招
馬
同
五
十
紙
・
伺
乘
之
馬
八
十
総
以
上
と
な
る
。
。

』

〆
。

２
太
平
興
國
年
間
の
監
牧
数
は
内
外
十
三
今
同
時
代
の
國
宿
馬
敷
が
群
符
年
間
同
様
二
十
除
寓
匹
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
街
時
の
一
監
牧
牧
馬
数

は
大
髄
、
此
の
馬
扱
か
ら
営
時
の
禁
軍
鯛
軍
十
一
批
徐
（
本
節
Ｂ
表
）
を
差
引
い
た
残
額
を
是
等
十
三
監
牧
で
除
し
た
殿
で
あ
る
。
即
ち
一
監
收

容
馬
殿
は
八
千
か
ら
一
戎
匹
以
上
と
た
っ
て
俄
時
の
牧
地
面
積
に
比
し
非
常
に
池
大
と
な
り
．
従
っ
て
北
宋
時
代
の
牧
馬
親
細
「
牧
一
脇
往
来
賎
・

食
占
地
一
垂
十
畝
」
並
に
．
監
收
容
限
庇
五
千
匹
」
に
反
し
、
牧
馬
は
到
底
不
可
能
た
壯
恋
に
陥
る
。

ダ

３
ｏ
６
宋
史
。
兵
志
。
馬
政
。
嘉
称
五
年
係
、
宋
會
要
。
兵
。
雑
鋒
ｏ
牧
地
・
大
中
群
符
二
年
正
月
の
條
、
長
編
巻
五
五
。
成
平
六
年
十
一
月
戊
子
一

の
條
等
に
採
る
。
〃

４
こ
の
鮎
次
章
に
於
て
詳
述
す
る
。
・

５
北
宋
前
牛
期
に
於
け
る
禁
軍
騎
軍
兵
貝
数
幽
算
定
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
、
筆
者
は
次
の
方
法
に
よ
っ
て
計
算
を
試
み
た
。
先
づ
参
考
と
し
た

る
史
料
は
Ｈ
宋
史
巷
一
九
八
・
兵
志
・
難
車
上
下
に
記
載
せ
る
開
喪
・
至
逗
・
天
砿
・
慶
暦
・
治
李
諸
牛
郵
の
禁
軍
歩
隣
耶
合
計
兵
只
数
座

I

口
里
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a

ぱ
騎
軍
兵
貝
總
数
の
蝉
山
は
至
極
前
単
で
あ
る
。
由
来
北
宋
に
於
け
る
一
指
揮
の
兵
哩
敷
は
禁
軍
・
廟
軍
共
に
剛
百
人
を
定
額
と
し
て
い
る
か
、

〃

究
際
は
非
常
に
凹
凸
が
あ
っ
て
四
百
人
の
指
揮
も
あ
れ
ば
二
百
四
五
十
人
の
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
至
遮
年
間
の
一
指
揮
兵
員
数
《
“
計

出
す
る
に
、
禁
軍
歩
騎
軍
兵
員
数
一
手
五
瓜
八
千
人
、
歩
軍
指
揮
六
四
一
・
筋
顕
指
揮
四
三
七
計
一
○
七
一
へ
指
揮
と
な
り
、
脚
っ
て
一
指
抑
兵
只

敷
は
三
亘
一
千
二
人
と
な
る
。
此
の
一
指
揮
兵
幽
敷
を
以
て
興
國
年
間
の
禁
軍
歩
・
腕
軍
各
兵
負
数
を
計
弊
す
れ
ば
歩
軍
十
八
漉
八
千
九
百
八

人
諺
馴
軍
十
一
寓
八
百
八
十
八
人
と
た
る
。
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
群
符
（
至
遁
・
天
蒋
年
間
の
一
指
揮
兵
員
数
は
約
三
一
三
人
’
三
一
二
人
）

・
治
平
（
全
年
間
の
一
指
揮
兵
員
数
三
四
○
人
）
諸
年
次
の
騎
軍
兵
只
敷
を
弊
定
す
れ
ば
本
章
（
Ｂ
）
表
の
如
く
な
る
・

６

７
宋
史
・
兵
志
ｅ
馬
政
・
大
中
群
符
元
年
の
像
、
長
編
巻
七
二
・
群
符
二
年
秋
七
月
辛
酉
心
條
、
宋
酋
要
・
馬
政
六
・
群
符
三
年
二
月
並
に
七
月
の

陳
、
同
寄
・
兵
・
監
牧
・
群
符
四
年
十
二
月
の
峰
等
。

８
長
編
巷
」
こ
く
二
・
煕
寧
八
年
夏
四
月
の
篠
。
ク

ニ
〃

9，

Ｂ

、
腿
６

ぴ
。
同
替
禁
軍
上
・
建
隆
以
来
之
制
の
項
に
記
載
営
夕
禁
軍
客
部
隊
の
駐
屯
地
指
揮
数
空
ろ
雪
の
る
が
、
今
回
を
参
考
と
し
て
太
平
典
幽

年
間
の
禁
軍
歩
・
騎
軍
指
揮
敷
を
抽
出
聚
計
す
れ
ば
、
歩
軍
指
揮
五
六
九
・
騎
瀝
指
揮
一
二
一
四
と
な
り
、
從
三
』
一
指
揮
の
兵
員
敬
か
判
明
す
れ

北
宋
前
半
期
に
於
け
る
賎
監
租
佃
の
問
題

、

I
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